
(6) 監督は（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公

認水泳コーチ１、公認水泳コーチ２、公認コーチ３、公認コーチ４、あるい

は公認水泳教師、公認水泳上級教師のいずれかの資格を有するものとする。

６６ 参参加加・・宿宿泊泊申申込込みみ

(1) 特別国民体育大会関東ブロック大会総則、宿泊要項を熟読のうえ、参加

申込、参加料及び宿泊申込書等を定められた期限までに、指定された Web ペ

ージ及び場所に提出すること。

なお、到着しない場合は理由のいかんを問わず、大会への参加を認めない。

(2) 宿泊等業務取扱機関は「株式会社ＪＴＢ埼玉支店」とする。

(3) 参加申込み選手が、病気及び怪我等で参加できない場合は、代表者（監

督）会議で了承を得られれば選手の変更を認める。

７７ 代代表表者者（（監監督督））会会議議

(1) 日 時 ７月 30 日（日） 11:00～

(2) 場 所 セントポールズ・アクアティックスセンター 会議室

８８ 開開始始式式

(1) 日 時 ７月 30 日（日） 13:30～

(2) 場 所 セントポールズ・アクアティックスセンター

（（２２））ササッッカカーー競競技技

１１  期期  日日  少年男子 2023 年 8月 14日（月）・15日（火） 

少年女子 2023 年 8月 19日（土）・20 日（日） 

成年男子 2023 年 8月 19日（土）・20 日（日） 

２２  会会  場場  少年男子：埼玉スタジアム第２グラウンド 

埼玉スタジアム第３グラウンド 

少年女子：埼玉スタジアム第２グラウンド 

埼玉スタジアム第３グラウンド 

成年男子：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」 

種別 開催地 ８月１４日 ８月１５日 会場 

少年男子 さいたま市 
１試合 １試合 埼玉スタジアム第２グラウンド 

１試合 １試合 埼玉スタジアム第３グラウンド 

種別 開催地 ８月１９日 ８月２０日 会場 

少年女子 さいたま市 
２試合 × 埼玉スタジアム第２グラウンド 

２試合 ２試合 埼玉スタジアム第３グラウンド 

成年男子 熊谷市 
２試合 １試合 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

１試合 １試合 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」 

  

３３  種種別別おおよよびび参参加加人人員員  

種 別 監  督 選  手 参加都県 小  計 合  計 

成年男子 １ 16 ８ 136 

400 少年男子 １ 16 ８ 136 

少年女子 １ 15 ８ 128 

※ 監督は専任とし、選手を兼ねることはできない。

 

４４ 競競技技上上のの規規程程及及びび方方法法

(1) 競技規程

ア） 試合の競技規則は、公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という）制定

の「サッカー競技規則 2023/2024」に準拠する。 

（（２２））ササッッカカーー競競技技

１１ 期期 日日 少年男子 2023年 8月 14日（月）・15 日（火）

少年女子 2023年 8月 19日（土）・20日（日）

成年男子 2023年 8月 19日（土）・20日（日）

２２ 会会 場場 少年男子：埼玉スタジアム第２グラウンド

埼玉スタジアム第３グラウンド

少年女子：埼玉スタジアム第２グラウンド

埼玉スタジアム第３グラウンド

成年男子：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」

種別 開催地 ８月１４日 ８月１５日 会場 

少年男子 さいたま市 
１試合 １試合 埼玉スタジアム第２グラウンド 

１試合 １試合 埼玉スタジアム第３グラウンド 

種別 開催地 ８月１９日 ８月２０日 会場 

少年女子 さいたま市 
２試合 × 埼玉スタジアム第２グラウンド 

２試合 ２試合 埼玉スタジアム第３グラウンド 

成年男子 熊谷市 
２試合 １試合 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

１試合 １試合 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」 

３３ 種種別別おおよよびび参参加加人人員員

種 別 監 督 選 手 参加都県 小 計 合 計

成年男子 １ 16 ８ 136

400少年男子 １ 16 ８ 136

少年女子 １ 15 ８ 128

※ 監督は専任とし、選手を兼ねることはできない。

４４ 競競技技上上のの規規程程及及びび方方法法

(1) 競技規程

ア） 試合の競技規則は、公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という）制定

の「サッカー競技規則 2023/2024」に準拠する。



イ） 成年種別及び少年男子は、試合開始前に登録された交代要員の内、５名まで交代

が認められる。ただし、交代枠を使用後、プレーの続行が困難な負傷等が発生した 

場合に追加で１名限り交代が認められる。 

少年女子は、試合開始前に登録された交代要員は、再交代（交代して退いた競技

者が交代要員となって再び出場可能）が認められる。 

ウ） 退場を命じられた選手は、本大会の次の１試合に出場することができない。

それ以降の処置については、大会フェアプレー・規律委員会において決定する。 

エ） 退場による出場停止処分の消化については、JFA 懲罰規定〔別紙２〕懲罰基準の

運用に関する細則第９条によるものとする。 

オ） 本大会の累積警告は、別の大会に持ち越さずに消滅する。

(2) 代表チーム数

関東ブロックの代表チーム数は次の通りとする。

・少年男子：４チーム

・少年女子：２チーム

・成年男子：３チーム

(3) 試合方法

ア） 一般社団法人関東サッカー協会（以下「KTFA」という）が決定した方法により代

表チームを決する。 

イ） 試合時間は７０分間（前後半各３５分間）とする。

ウ） ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。

エ） ７０分以内に勝敗が決しない場合には、ペナルティーキック方式にて、次戦に進

出するチームまたは代表チームを決定する。なお、ペナルティーマークからのキッ

ク方式に入る前のインターバルは１分間とする。

(4) 組合せ

少年男子・女子：KTFA が承認した関東トレセンリーグ U－16 の結果を基に決定する。 

成 年 男 子：2023 年 6月 17日（土）KTFA代表者会議で行う。

５５  参参加加資資格格、、所所属属都都県県及及びび選選手手のの年年齢齢基基準準  

特別国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるもののほか、次による。 

(1) JFA に登録された選手であること。

各チームの登録選手は、JFA の選手証（写真を添付したもの）を印刷したもの、

またはスマートフォンや PC等の画面に表示することができるようにしておかなけれ

ばならない。ただし、写真張り付けまたはアップロードにより、顔の認識ができるも

のとする。選手証または電子登録証が確認できない場合は、試合に出場できない。

(2) 各都県の代表チームは、単独・補強または選抜のうち、いずれかの方法により構成す

ること。

(3) 少年男子・女子

ア） JFA 定款第５０条に基づき制定された「サッカー選手の登録と移籍等に関する規

則」第２条及び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登



イ） 成年種別及び少年男子は、試合開始前に登録された交代要員の内、５名まで交代

が認められる。ただし、交代枠を使用後、プレーの続行が困難な負傷等が発生した

場合に追加で１名限り交代が認められる。

少年女子は、試合開始前に登録された交代要員は、再交代（交代して退いた競技

者が交代要員となって再び出場可能）が認められる。

ウ） 退場を命じられた選手は、本大会の次の１試合に出場することができない。

それ以降の処置については、大会フェアプレー・規律委員会において決定する。

エ） 退場による出場停止処分の消化については、JFA 懲罰規定〔別紙２〕懲罰基準の

運用に関する細則第９条によるものとする。

オ） 本大会の累積警告は、別の大会に持ち越さずに消滅する。

(2) 代表チーム数

関東ブロックの代表チーム数は次の通りとする。

・少年男子：４チーム

・少年女子：２チーム

・成年男子：３チーム

(3) 試合方法

ア） 一般社団法人関東サッカー協会（以下「KTFA」という）が決定した方法により代

表チームを決する。

イ） 試合時間は７０分間（前後半各３５分間）とする。

ウ） ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。

エ） ７０分以内に勝敗が決しない場合には、ペナルティーキック方式にて、次戦に進

出するチームまたは代表チームを決定する。なお、ペナルティーマークからのキッ

ク方式に入る前のインターバルは１分間とする。

(4) 組合せ

少年男子・女子：KTFA が承認した関東トレセンリーグ U－16 の結果を基に決定する。

成 年 男 子：2023年 6月 17日（土）KTFA代表者会議で行う。

５５ 参参加加資資格格、、所所属属都都県県及及びび選選手手のの年年齢齢基基準準

特別国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるもののほか、次による。

(1) JFA に登録された選手であること。

各チームの登録選手は、JFA の選手証（写真を添付したもの）を印刷したもの、

またはスマートフォンや PC等の画面に表示することができるようにしておかなけれ

ばならない。ただし、写真張り付けまたはアップロードにより、顔の認識ができるも

のとする。選手証または電子登録証が確認できない場合は、試合に出場できない。

(2) 各都県の代表チームは、単独・補強または選抜のうち、いずれかの方法により構成す

ること。

(3) 少年男子・女子

ア） JFA定款第５０条に基づき制定された「サッカー選手の登録と移籍等に関する規

則」第２条及び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登

録選手が参加できる。 

イ） 中学３年生を含む 2009年 4月 1日以前に生まれたものから、2007 年 1月 1日以

降に生まれたものが参加できる。 

(4) 成年男子

ア） JFA 定款第５０条に基づき制定された「サッカー選手の登録と移籍等に関する規

則」第２条及び「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登

録選手が参加できる。 

イ） 2006 年 12月 31日以前に生まれたものが参加できる。

ウ） 成年男子代表チームについては、高２・３年生のみの構成は不可とし、高２・３

年生の登録できる人数は５名以内とする。 

(5) 外国籍選手の参加

外国籍選手の参加については、特別国民体育大会関東ブロック大会総則８を適用

する

(6) 監督

チーム（全種別）の監督は、JFA 公認指導者ライセンスに基づく、JFA 公認Ｓ級コ

ーチ、JFA公認Ａ級コーチ、（日本体育協会上級コーチ）、JFA 公認Ｂ級コーチ（日 

本体育協会コーチ）のいずれかを有する者とする。大会開催日には「公認指導者ライ 

センス認定書」を必ず持参すること。公認指導者ライセンス証は印刷あるいはスマー

トフォンや PC等の画面に表示することができるようにしておかなければならない。

ただし、写真貼り付け付けまたはアップロードにより、顔の認識ができるものとする。 

６６  参参加加・・宿宿泊泊申申込込みみ  

(1) 特別国民体育大会関東ブロック大会総則、宿泊要項を熟読の上、参加申込み、参

加者負担金の納付、及び宿泊申し込み等必要な手続きを、定められた期間までに完了

すること。なお、手続きが完了していない場合は理由の如何を問わず、大会の参加を

認めない。

(2) 参加申し込みは、所定の Webページ（国民体育大会参加申込み受付窓口）へアクセス

し、必要項目を入力の上、所属の都県体育協会の承認を経て、締切期限までに申し込

み手続きを完了すること。

(3) 宿泊申し込みは、所定の Webページ（宿泊・弁当申込ページ）へアクセスし、必要項

目を入力の上締切期限までに申し込み手続きを完了すること。なお、宿泊業務取扱機

関は「株式会社ＪＴＢ埼玉支店」とする。

(4) 申込期限 2023 年７月 13 日（木） 締切期限は全て同一日（手続き完了）とする。 

（遵守されない場合は失格となる。）

(5) 登録選手の変更

参加申込後の変更は疾病、傷害の場合並びに特別な場合のみに認めるものとし、その

取扱いは次のとおりとする。なお、疾病、傷害以外の場合はＫＴＦＡ国体関東ブロッ

ク大会実施委員会の審議を経て認めるものとする。交代（変更）届は、提出期限まで

に、《ア》に写しを提出し、本紙は代表者会議に持参し提出すること。



【提 出 先】交代（変更）届は、提出期限までに、《ア》に写しを提出し、 

本紙は代表者会議に持参し提出すること。 

【提 出 期 限】 少  年  男  子 ：8月 13日（日）16：00必着 

成年男子・少年女子：8 月 18日（金）16：00必着 

【変更可能人数】 少年男子・成年男子：16 名以内 

少  年  女  子 ：15名以内 

《ア》〒330－0074 

  埼玉県さいたま市浦和区北浦和 1－21－18－204 

  公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

  特別国民体育大会関東ブロック大会サッカー競技事務局 

TEL 048－834－2002 FAX 048－834－2004 

Mail info@saitamafa.or.jp 

７７  参参加加上上のの注注意意事事項項  

(1) ユニフォーム 

ア） 「チーム名」として必ず都県名を表示すること。シャツにチームエンブレムを表 

示させる場合は、都県名を「ホームタウン名」を表示できるシャツの袖の部分に表 

示させること。 

イ） ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）は、「正」の他に、「副」として、

「正」と色彩（濃淡）が異なり判別しやすいユニフォーム色彩を参加申込時に登録 

し、各試合に必ず携行すること（フィールドプレーヤー・ゴールキーパー共）。参加

申し込み後のユニフォーム変更は認めない。 

ウ） ユニフォームへの広告表示を認めない。 

エ） その他の事項については、JFA ユニフォーム規定による。 

(2) 参加資格に違反したり、その他不都合な行為があったときは、そのチームの出場を停 

止することもある。 

(3) 参加チームの代表者１名は、必ず代表者会議に出席すること。 

８８  そそ  のの  他他  

（1）代表者会議（少年男子） 

日 時：2023年 8月 13日（日） 16：00～17：00 

場 所：埼玉スタジアム クラブハウス 2階 クラブルーム２・３ 

（2）代表者会議（少年女子） 

日 時：2023年 8月 18日（金） 16：00～17：00 

場 所：浦和駒場スタジアム レセプションルーム 

（3）代表者会議（成年男子） 

日 時：2023年 8月 18日（金） 16：00～17：00 

場 所：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 第 1集会室 

【提 出 先】交代（変更）届は、提出期限までに、《ア》に写しを提出し、

本紙は代表者会議に持参し提出すること。

【提 出 期 限】 少 年 男 子 ：8月 13日（日）16：00必着

成年男子・少年女子：8 月 18日（金）16：00必着

【変更可能人数】 少年男子・成年男子：16 名以内

少 年 女 子 ：15名以内

《ア》〒330－0074

埼玉県さいたま市浦和区北浦和 1－21－18－204

公益財団法人 埼玉県サッカー協会

特別国民体育大会関東ブロック大会サッカー競技事務局

TEL 048－834－2002 FAX 048－834－2004

Mail info@saitamafa.or.jp

７７ 参参加加上上のの注注意意事事項項

(1) ユニフォーム

ア） 「チーム名」として必ず都県名を表示すること。シャツにチームエンブレムを表

示させる場合は、都県名を「ホームタウン名」を表示できるシャツの袖の部分に表

示させること。

イ） ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）は、「正」の他に、「副」として、

「正」と色彩（濃淡）が異なり判別しやすいユニフォーム色彩を参加申込時に登録

し、各試合に必ず携行すること（フィールドプレーヤー・ゴールキーパー共）。参加

申し込み後のユニフォーム変更は認めない。

ウ） ユニフォームへの広告表示を認めない。

エ） その他の事項については、JFA ユニフォーム規定による。

(2) 参加資格に違反したり、その他不都合な行為があったときは、そのチームの出場を停

止することもある。

(3) 参加チームの代表者１名は、必ず代表者会議に出席すること。

８８  そそ  のの  他他  

（1）代表者会議（少年男子）

日 時：2023年 8月 13日（日） 16：00～17：00

場 所：埼玉スタジアム クラブハウス 2階 クラブルーム２・３

（2）代表者会議（少年女子）

日 時：2023年 8月 18日（金） 16：00～17：00

場 所：浦和駒場スタジアム レセプションルーム

（3）代表者会議（成年男子）

日 時：2023年 8月 18日（金） 16：00～17：00

場 所：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 第 1集会室




